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〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

発行所　　京 都 府
政 策 法 務 課
電  話 （075） 414-4037

〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入　　　　

印刷所　　中 西 印 刷 株 式 会 社
電  話 （075） 441-3155

　規　　　　則　

　次に掲げる規則をここに公布する。

　京都府証紙規則の一部を改正する規則
　京都府手数料徴収条例施行規則の一部を改正する規則
　京都府府税規則等の一部を改正する規則
　京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　　令和元年９月30日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府規則第38号

京都府証紙規則の一部を改正する規則

　京都府証紙規則（昭和39年京都府規則第６号）の一部を次のように改正する。
　第12条中「100分の2.16」を「100分の2.2」に改める。

　　　附　則

　この規則は、令和元年10月１日から施行する。

京都府規則第39号

京都府手数料徴収条例施行規則の一部を改正する規則

　京都府手数料徴収条例施行規則（平成12年京都府規則第３号）の一部を次のように改正する。
　別表第１の12の項の⑴中「6,500円」を「6,600円」に改め、同項の⑵中「4,500円」を「4,600円」に改め、同項の⑶
中「3,600円」を「3,700円」に改め、同表の37の項中「17,000円」を「18,000円」に改め、同表の53の項の⑴中「9,000
円」を「9,300円」に、「以下」を「以下この項及び113の項において」に、「8,500円」を「8,800円」に改め、同項の⑵

規　　　　　則

○京都府証紙規則の一部を改正する規則 （会計課）    1
○京都府手数料徴収条例施行規則の一部を
改正する規則 （防災消防企画課）   〃
○京都府府税規則等の一部を改正する規則 （税務課）    2

○京都府立洛南病院の使用料、手数料等に
関する条例施行規則の一部を改正する規 
則 （医療課）   32

訓　　　　　令

○京都府立洛南病院使用料及び手数料の減
免に関する訓令の一部を改正する訓令 （医療課）   33
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中「8,400円」を「8,700円」に、「7,900円」を「8,200円」に改め、同項の⑶及び⑷中「9,000円」を「9,300円」に、「8,500
円」を「8,800円」に改め、同項の⑸中「8,400円」を「8,700円」に、「7,900円」を「8,200円」に改め、同項の⑹中「7,600
円」を「7,900円」に、「7,100円」を「7,400円」に改め、同項の⑺中「6,000円」を「6,200円」に、「5,500円」を「5,700
円」に改め、同表の113の項中「20,700円」を「21,400円」に、「20,200円」を「20,900円」に改める。　　

　　　附　則

１　この規則は、令和元年10月１日から施行する。
２　この規則による改正後の京都府手数料徴収条例施行規則別表第１の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る
手数料について適用する。

京都府規則第40号

京都府府税規則等の一部を改正する規則

（京都府府税規則の一部改正）
第１条　京都府府税規則（昭和30年京都府規則第31号）の一部を次のように改正する。
　　目次中「自動車取得税（第43条―第55条）」を「削除」に、「第58条」を「第57条の10」に改める。
　　第３条第４項中「第４条第２項第２号」を「第４条第２項第３号」に改め、同項中「自動車取得税及び」を削る。
　　第７条第１項中「第44条、第45条第３項第４号、第47条第１項、第55条、第56条及び第57条の９」を「第56条、第
57条の９、第57条の11、第57条の12第３項第４号、第57条の14第１項及び第57条の22」に改め、同項第１号中「自動
車税」の右に「の種別割」を加え、「によつて」を「により」に改め、同項第６号中「地方法人特別税」を「特別法
人事業税」に改め、同項中第９号を削り、第10号を第９号とし、同項に次の１号を加える。
　　⑽　自動車税の環境性能割に係る不足税額並びにその延滞金、不申告加算金、過少申告加算金及び重加算金　別記

第７号の３の２様式による自動車税の環境性能割に係る更正、決定及び加算金の決定の通知書
　　第７条第４項及び第５項中「によつて」を「により」に改める。
　　第８条第３項中「地方法人特別税」を「特別法人事業税」に改める。
　　第12条第３項中「第69条第３項」を「第63条の３第３項」に改める。
　　第７章を次のように改める。
　　　　第７章　削除　　　　
　第43条から第55条まで　削除
　　第９章中第58条の前に次の13条を加える。
　（環境性能割の証紙等）
　第57条の10　条例第63条の９第１項の規定により申告書又は修正申告書に貼り付けるべき証紙は、京都府証紙条例

（昭和39年京都府条例第41号。以下「証紙条例」という。）により府が発行する証紙とする。
　２　条例第63条の９第２項の規則で定める印は、別記第65号の２様式とする。
　３　条例第63条の９第２項の規則で定める納税済印は、別記第65号の３様式とする。
　（収納計器取扱者の指定等）
　第57条の11　条例第63条の10第１項の規定により証紙代金収納計器（以下「収納計器」という。）の取扱者の指定を

受けようとする者は、収納計器取扱者指定願書を知事に提出しなければならない。
　２　収納計器の取扱いの指定を受けた者（以下「収納計器取扱者」という。）は、その氏名若しくは名称、取扱場所
等を変更したとき又は取扱いをやめようとするときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。

　３　知事は、次に掲げる場合においては、収納計器取扱者の指定を取り消すことがある。
　　⑴　収納計器により表示した額と異なる額に相当する金額を受領したとき。
　　⑵　条例又はこの規則の規定に違反したとき。
　　⑶　その他収納計器取扱者として不適当と認めたとき。
　（始動票札の出納保管等）
　第57条の12　収納計器の始動に必要な票札（以下この条及び第57条の14において「始動票札」という。）の出納及び

保管は、京都府自動車税管理事務所の出納員（以下この条及び第57条の14において「出納員」という。）が行う。
　２　収納計器取扱者は、始動票札の交付を受けようとするときは、始動票札に表示された額に相当する金銭を府に払
い込まなければならない。

　３　始動票札は、これを返還して現金の還付を受けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき
は、この限りでない。

　　⑴　収納計器を変更したとき。
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　　⑵　収納計器による徴収の方法を廃止したとき。
　　⑶　収納計器取扱者の指定を取り消したとき。
　　⑷　その他知事がやむを得ないと認めるとき。
　４　収納計器取扱者は、使用済みの始動票札を、使用の済んだ日の翌日までに出納員に返還しなければならない。
　（収納計器により表示する印影等）
　第57条の13　条例第63条の10第３項の規則で定める収納計器により表示する印影の形式は、別記第65号の４様式とす

る。
　２　収納計器により印影を申告書に表示されたときは、当該印影に表示された額に相当する金銭の還付を受け、又は
他の申告書に表示された印影を使用することができない。

　３　収納計器取扱者は、印影を過誤表示したときは、当該印影を別記第65号の５様式により判明に消さなければなら
ない。この場合において、過誤表示した額に相当する金銭の還付を請求することができる。

　（収納計器取扱手数料）
　第57条の14　収納計器取扱者に対する収納計器取扱手数料は、始動票札に表示された金額に100分の１を乗じて得た

額を超えない範囲内において知事が別に定める。
　２　前項の手数料は、出納員が始動票札を交付する際に支払うものとする。
　３　第１項の手数料は、第57条の12第２項の規定により収納計器取扱者が始動票札の交付を受けようとする際に払い
込まなければならない金額から手数料相当額について繰替払をすることにより支払うことができる。

　４　収納計器取扱者は、第57条の12第３項ただし書の規定により始動票札を返還して現金の還付を受けようとすると
き又は前条第３項の規定により過誤表示した額に相当する金銭の還付を受けようとするときは、当該還付を受けよ
うとする金額に対応する手数料を返納しなければならない。

　（環境性能割に係る修正申告書の様式）
　第57条の15　法第161条第２項に規定する修正申告書の様式は、別記第65号の６様式による。
　（譲渡担保財産の取得に対して課する環境性能割の納税義務免除申告書の様式等）
　第57条の16　条例第63条の12第１項の規定による納税義務の免除を受けようとする者は、別記第65号の７様式による
申告書を知事に提出するものとする。この場合において、当該申告書には、次に掲げる書類を添付しなければなら
ない。

　　⑴　譲渡担保財産の設定及び移転の事実を証する文書又はその事実を証するに足りる事項を記載した文書
　　⑵　譲渡担保財産の移転に係る登録又は届出事項を証する文書
　２　法第164条第２項の申告は、別記第65号の８様式による申告書により行わなければならない。この場合において、
当該申告書には、条例第63条の12第１項の規定の適用があるべき旨を証するに足りる書類を添付しなければならな
い。

　３　条例第63条の12第４項の規則で定める様式は、別記第65号の９様式による。
　４　条例第63条の12第４項の規則で定める書類は、第１項各号に掲げるものとする。
　（自動車の返還があつた場合の環境性能割の還付又は納税義務免除申請書の様式）
　第57条の17　条例第63条の13第３項の規則で定める様式は、別記第65号の10様式による。この場合において、当該申
請書には、同条第１項の規定の適用がある旨を証するに足りる書類を添付しなければならない。

　（条例第63条の14第１項第１号の規則で定める額）
　第57条の18　条例第63条の14第１項第１号の規則で定める額は、震災、風水害、落雷、火災又はこれらに類する災害
により自動車が滅失し、又は損壊した日の前日における同項に規定する被災自動車の通常の取得価額として省令第
９条の３の規定に準じて知事が算定した金額とする。

　（条例第63条の14第１項第３号の一般貸切用バス）
　第57条の19　条例第63条の14第１項第３号に規定する規則で定める一般貸切用バスは、地域住民の生活に必要なバス
路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつたため廃止された平均乗車密度15人以下のバス路線（以下
この条において「廃止路線」という。）に代わるバス路線であつて、次に掲げる基準に該当するもの（以下「代替路線」
という。）の運行の用に供するものとして、知事が認めたものとする。

　　⑴　輸送目的が当該廃止路線の運行系統の運送目的と同じであること。
　　⑵　当該廃止路線が廃止された日後１年以内に運行が再開されていること。
　　⑶　他の路線バス事業者の運行系統、鉄道又は軌道と競合しないこと。
　（条例第63条第１項第６号の下肢等障害者）
　第57条の20　条例第63条第１項第６号の規則で定める者（以下「下肢等障害者」という。）は、次に掲げる者とする。
　　⑴　身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号に定める障害の級別に該当する障害
を有する者
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　　⑵　戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に
掲げる恩給法（大正12年法律第48号）別表第１号表ノ２又は第１号表ノ３に定める重度障害の程度又は障害の程
度に該当する障害を有する者

　　⑶　法第34条第１項第６号に規定する特別障害者のうち18歳未満の重度の知的障害者又は18歳以上の重度の知的障
害者で引き続き通院等の必要があると認められるもの
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　　⑷　次に掲げる障害を有する者
　　　ア　精神障害者保健福祉手帳（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年

政令第10号）第１条の２第３号に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費受給者番号が記載されているも
のに限る。）の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和25年政令第
155号）第６条第３項に規定する１級の障害（以下「１級精神障害」という。）を有する者

　　　イ　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第58条第１項の規
定による精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている者のうち国民年金法施行令（昭和34年政令第
184号）別表に定める１級の精神障害と同程度の障害（以下「１級相当精神障害」という。）を有する者

　（環境性能割の減免申請書の様式等）
　第57条の21　条例第63条の14第２項の規則で定める様式は、別記第65号の11様式から別記第65号の13様式までの様式
による。

　２　条例第63条の14第１項第４号又は第５号に掲げる自動車に係る環境性能割の減免を受けようとする者が、前項に
定める様式による申請書を提出する場合は、次に掲げる書類を提示しなければならない。

　　⑴　次に掲げる者にあつては、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める書類
　　　ア　前条第１号に掲げる者　身体障害者手帳
　　　イ　前条第２号に掲げる者　戦傷病者手帳
　　　ウ　前条第３号に掲げる者　重度の知的障害の状態にあることを証する権限のある機関が発行する書類
　　　エ　前条第４号に掲げる者　同号に規定する障害の状態にあることを証する権限のある機関が発行する書類
　　⑵　下肢等障害者、下肢等障害者と生計を一にする者若しくは下肢等障害者を常時介護する者の道路交通法（昭和

35年法律第105号）第92条の規定により交付された運転免許証又はこれに代わるものとして知事が認めるもの
　（環境性能割額の交付額の算定に用いる資料の提出）
　第57条の22　省令第９条の14の規定による環境性能割額の交付額の算定に用いる道路の延長及び面積に関する資料の
提出は、毎年６月30日までに、別記第65号の14様式により行われなければならない。

　　第58条の見出しを「（種別割の課税免除）」に改める。
　　第58条の２（見出しを含む。）及び第58条の２の２（見出しを含む。）中「第63条の３第１項」を「第69条第１項」
に改める。
　　第58条の３の見出し及び同条第１項中「第63条の３第３項第１号」を「第69条第３項第１号」に改め、同条第２項
及び第３項中「によつて」を「により」に改める。
　　第58条の３の２の見出し及び同条第１項中「第63条の３第３項第２号」を「第69条第３項第２号」に改める。
　　第58条の３の３の見出し中「第63条の３第３項第３号」を「第69条第３項第３号」に改め、同条中「第63条の３第
３項第３号」を「第69条第３項第３号」に、「によつて」を「により」に改める。
　　第58条の３の４の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「第63条の３第５項」を「第69条第５
項」に、「別記第52号様式」を「別記第65号の11様式」に改め、同条第２項中「第54条第２項」を「第57条の21第２項」
に、「第63条の３第２項第１号」を「第69条第２項第１号」に、「第56条第１項第４号」を「第63条の14第１項第４号」
に、「自動車取得税」を「環境性能割」に、「自動車税」を「種別割」に改め、同条第３項中「第63条の３第９項」を
「第69条第９項」に改める。
　　第58条の３の５（見出しを含む。）中「第63条の４第１項」を「第70条第１項」に改める。
　　第58条の３の６の見出しを「（第70条第１項第３号の事由）」に改め、同条中「第63条の４第１項第３号」を「第70
条第１項第３号」に、「自動車税」を「種別割」に改める。
　　第58条の３の７（見出しを含む。）中「第63条の４第２項」を「第70条第２項」に改める。
　　第58条の４の見出し中「自動車税」を「種別割」に改め、同条第１項中「はり付ける」を「貼り付ける」に改め、
同条第２項及び第３項中「とする」を「による」に改め、同条第４項中「第44条から第47条」を「第57条の11から第
57条の14」に改める。
　　附則第４項及び第５項を削り、附則第６項を附則第４項とし、附則第７項を附則第５項とし、附則第８項を附則第
６項とし、同項の次に次の１項を加える。
　７　条例附則第15条の４の11第１項の規則で定める障害は、第57条の20第１号若しくは第２号に定める障害（音声機
能障害を除く。）、同条第３号に掲げる者が有する重度の知的障害又は１級精神障害若しくは１級相当精神障害とす
る。

　　附則第９項中「平成33年12月31日」を「令和３年12月31日」に改め、同項を附則第８項とする。
　　別記第５号様式中「地方法人特別税」を「特別法人事業税」に改める。
　　別記第７号の２様式を次のように改める。
　第７号の２様式　削除
　　別記第７号の３様式の次に次の１様式を加える。
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京  都  府  公  報

　第７号の３の２様式（第７条関係）
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京  都  府  公  報

　　

備考　この様式は、必要に応じ、事項の配列の順序を変更し、又は加除をすることができる。

　　別記第17号様式中「地方法人特別税」を「特別法人事業税」に改める。
　　別記第18号様式中「自動車税・個人事業税」を「個人事業税・自動車税の種別割」に、「自動車税又は個人事業税」
を「個人事業税又は自動車税の種別割」に改め、同様式の備考中「加除することができる」を「加除をすることがで
きる。」に改める。
　　別記第22号の２様式の１を次のように改める。
　　１　道路運送車両法の規定に基づき自動車の所有者が提出する証明書に係るもの
　　　

（直径3.5センチメートル）

　　別記第23号の２様式の（裏）の備考の１中「自動車税」の右に「の種別割」を加える。
　　別記第33号様式及び別記第33号の２様式中「地方法人特別税」を「特別法人事業税」に改める。
　　別記第43号様式から別記第55号様式までを次のように改める。
　第43号様式から第55号様式まで　削除
　　別記第65号様式の次に次の13様式を加える。
　第65号の２様式（第57条の10関係）
　　

（直径3.0センチメートル）
備考　必要に応じ、符号を入れるものとする。

　第65号の３様式（第57条の10関係）
　　

（直径3.0センチメートル）
備考　必要に応じ、符号を入れるものとする。
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京  都  府  公  報

　第65号の４様式（第57条の13関係）
　　

　第65号の５様式（第57条の13関係）
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9

京  都  府  公  報

　第65号の６様式（第57条の15関係）
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京  都  府  公  報

　第65号の７様式（第57条の16関係）
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京  都  府  公  報

　第65号の８様式（第57条の16関係）
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12

京  都  府  公  報

　第65号の９様式（第57条の16関係）
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京  都  府  公  報

　第65号の10様式（第57条の17関係）
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14

京  都  府  公  報

　第65号の11様式（第57条の21、第58条の３の４関係）
　１　身体障害者、戦傷病者及び知的障害者が所有する自動車に係る自動車税の環境性能割・種別割減免申請書
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15

京  都  府  公  報

　　

備考　この様式は、必要に応じ、事項の配列の順序を変更し、又は加除をすることができる。
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16

京  都  府  公  報
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京  都  府  公  報

　２　精神障害者が所有する自動車に係る自動車税の環境性能割・種別割減免申請書
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18

京  都  府  公  報

　　

備考　この様式は、必要に応じ、事項の配列の順序を変更し、又は加除をすることができる。
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19

京  都  府  公  報
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20

京  都  府  公  報

　３ 　身体障害者、戦傷病者及び知的障害者が所有する自動車 ( 常時介護者運転用 ) に係る自動車税の環境性能割・種
別割減免申請書
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21

京  都  府  公  報

　　

備考　この様式は、必要に応じ、事項の配列の順序を変更し、又は加除することができる。
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22

京  都  府  公  報
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23

京  都  府  公  報

　４　精神障害者が所有する自動車 ( 常時介護者運転用 ) に係る自動車税の環境性能割・種別割減免申請書
　　



号外　第19号　令和元年９月30日　月曜日　　　

24

京  都  府  公  報

　　

備考　この様式は、必要に応じ、事項の配列の順序を変更し、又は加除をすることができる。
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25

京  都  府  公  報
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26

京  都  府  公  報

　５ 　構造上下肢等障害者の利用に専ら供するための自動車と知事が認めるもの等に係る自動車税の環境性能割・種別
割減免申請書

　　

備考　この様式は、必要に応じ、事項の配列の順序を変更し、又は加除をすることができる。
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京  都  府  公  報

　第65号の12様式（第57条の21関係）
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京  都  府  公  報

　第65号の13様式（第57条の21関係）
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29

京  都  府  公  報

　第65号の14様式（第57条の22関係）
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30

京  都  府  公  報
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31

京  都  府  公  報

　　

　　別記第66号様式及び別記第67号様式中「自動車税減免申請書」を「自動車税の種別割減免申請書」に改める。
　　別記第68号様式及び別記第69号様式を次のように改める。
　第68号様式（第58条の４関係）
　　

（直径3.0センチメートル）
備考　必要に応じ、符号を入れるものとする。
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32

京  都  府  公  報

　第69号様式（第58条の４関係）
　　

（直径3.0センチメートル）
備考　必要に応じ符号を入れるものとする。

（京都府組織規程の一部改正）
第２条　京都府組織規程（昭和30年京都府規則第32号）の一部を次のように改正する。
　　第75条第１項管理課の項第18号中「自動車税」の右に「の種別割」を加える。
　　第75条の２管理課の項第11号中「及び自動車取得税」を削り、同条課税課の項第１号中「自動車税」の右に「の種
別割」を加え、同項第２号中「自動車税」の右に「の種別割」を加え、「犯則取締」を「犯則取締り」に改め、同項
第３号及び第４号中「自動車税」の右に「の種別割」を加え、同項第５号中「自動車取得税」を「自動車税の環境性
能割」に改め、同項第６号中「自動車取得税」を「自動車税の環境性能割」に、「犯則取締」を「犯則取締り」に改め、
同項第７号中「自動車取得税」を「自動車税の環境性能割」に改め、同項第８号中「自動車取得税額」を「自動車税
の環境性能割額」に改める。
（特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例施行規則の一部改正）
第３条　特定非営利活動法人に係る京都府府税条例の特例に関する条例施行規則（平成15年京都府規則第40号）の一部
を次のように改正する。
　　第４条の見出し中「自動車取得税」を「自動車税の環境性能割」に改め、同条第１項中「第122条第１項」を「第
160条第１項」に、「自動車取得税」を「自動車税の環境性能割」に改め、同項第４号中「前各号」を「前３号」に改
め、同条第３項及び第４項中「第51条第１項」を「第63条の８第１項」に改める。
　　別記第４号様式中「自動車取得税」を「自動車税の環境性能割」に改める。
（合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第４条に規
定する規則で定める様式を定める規則の一部改正）
第４条　合衆国軍隊及び合衆国軍隊の構成員等の所有する自動車に対する自動車税の賦課徴収の特例に関する条例第４
条に規定する規則で定める様式を定める規則（平成26年京都府規則第40号）の一部を次のように改正する。
　　題名及び第１項中「自動車税」の右に「の種別割」を加える。
　　別記第１号様式中
「

」
を
「

」
に改める。

　　　附　則

１　この規則は、令和元年10月１日から施行する。ただし、第１条の規定（京都府府税規則附則第９項の改正規定中「平
成33年12月31日」を「令和３年12月31日」に改める部分に限る。）は、公布の日から施行する。
２　この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそ
れぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。

京都府規則第41号

京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例施行規則（昭和39年京都府規則第23号）の一部を次のように改正
する。
　第３条中「3,500円」を「3,570円」に改める。

　　　附　則

１　この規則は、令和元年10月１日から施行する。
２　この規則による改正後の京都府立洛南病院の使用料、手数料等に関する条例施行規則第３条の規定は、この規則の
施行の日以後の申請に係る使用料及び手数料について適用する。
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月額購読料 2,790円 33

京  都  府  公  報

　訓　　　　令　

京都府訓令第３号

京都府立洛南病院　

　京都府立洛南病院使用料及び手数料の減免に関する訓
令の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　令和元年９月30日
　　　　京都府知事　西　脇　　隆　俊

京都府立洛南病院使用料及び手数料の減免に関す
る訓令の一部を改正する訓令

　京都府立洛南病院使用料及び手数料の減免に関する訓
令（昭和51年京都府訓令第12号）の一部を次のように改
正する。
　第２条の表中「3,500円」を「3,570円」に改める。

　　　附　則

　この訓令は、令和元年10月１日から施行する。


